
 

令和４年 第３回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日   令和４年３月２５日 

２．開 催 場 所   美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ３時１５分 会長代理 

５．議 長  会長 根岸 茂登雄 

６．委 員 出 席 状 況  

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  関根 尚子 出席 東児玉１  井上  彰 欠席 

 ２ 塚田 あつ子 欠席  〃 ２ 井上  進 出席 

 ３ 深田 敏男 出席  〃 ３ 岡部 順一 〃 

 ４ 長谷川 雄二 〃  〃 ４ 萩原 良三 〃 

 ５  飯野 泰司 〃 松久 １ 小暮 義昭 欠席 

 ６  中沢 秀樹 〃  〃 ２ 田端 益隆 出席 

 ７         中島  勝 〃  〃 ３ 德世 久美子 〃 

 ８  坂本 典穗 〃  〃 ４ 播摩 卓也 〃 

 ９ 中沢 健太郎 〃 大沢 １ 阿武 富士子 〃 

１０  根岸 茂登雄 〃  〃 ２ 栗原 裕 〃 

１１  中嶋 敬子 〃  〃 ３ 根岸 上 〃 

農業委員会委員     出席：１０名  欠席：１名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席： ９名  欠席：２名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  堀内 匠  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員１０人、農地利用最適化推進委員９人です。農業委員の

過半数に達しましたので、これより農業委員会総会第３回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に５番委員並びに６番委

員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議

事に入ります。 

 

 第１号議案 農地法第５条を議題といたします。５条の番号１について、事務

局より説明をお願いします。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

東児玉３番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

受人 大字○○○△△番地△ ○○ ○○ 渡人 大字○○○△△番地 ○○ 

○○ 土地の所在 大字○○○字○△△番△ 畑 １筆 １８㎡ 転用目的 

住宅通路敷 権利内容 所有権 申請内容 職業 公務員 新設 通路敷 取

得状況 昭和５９年４月５日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第２種農地 

農用地区域外 宅地に接続 △△－△、△△－△、△△－△合わせて１４０．８

５㎡です。 

次ページをご覧ください。場所は大字○○○字○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は申請地北の△△番地△に居住しています。 

これまで隣地の△△番地△の敷地の一部を利用して出入りさせてもらってい

たが、通りまで距離もありクランク形状のため車両通行に不便であることから新

たな進入路として確保したいとのことです。 

許可後は渡人から青枠内の土地すべて譲り受け進入路を確保するとのことで

す。 

３ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号１を審議いたします。農業委員８番より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日東児玉３番推進委員と現地を確認いたしました。特に問題はないと思いま

す。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員東児玉３番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

 次に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。３番委

員 

 



 

３番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

    

３番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 申請地の幅は、何メートルありますか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 申請地の幅は４メートルとのことです。 

 

 

 申請地ですが許可後は、道路になるのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいします。 

 

 

 許可後は、通路敷として使用すると思いますが、おそらく受人の宅地になると

思われます。 

 

 

他に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号１について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

受人 ○○郡○○町大字○○△△△△番地△○○○○○○○○△△△ ○○ 

○○ 渡人 大字○○△△△番地 ○○ ○ 土地の所在 大字○○字○○ △

△△番△ 畑 １筆 ３３０㎡ 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 ３０年



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

東児玉３番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

間 申請内容 職業 公務員  新設 １棟 １４４．０８㎡ １階建て 取得

状況 昭和６３年５月２５日 相続 仮登記 抵当権 無 位置 第２種農地 

農用地区域外 宅地から３０ｍ △△△－△、△△△－△合わせて４９９．７９

㎡です。 

６ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は隣町の借家に夫婦で住んでいるが、将来子育てや介護のことを考え、妻

の実家近くの申請地を借り受け、自己用住宅の建設計画を立てたとのことです。 

計画敷地は青枠内の４９９．７９㎡で農地は赤枠内の３３０㎡になります。 

道路接続については、申請地北側に県道があり、県道へ排水を接続するとのこと

です。 

水道については、義父が建設を予定している放課後等デイサービス用の建物へ

の給水から分岐して利用するとのことです。 

放課後等デイサービスとは６歳から１８歳までの障がいのある子どもや発達

に特性のある子どもを預かる施設です。 

建物は新築１棟１階建てで建築面積は１４４．０８㎡の予定です。 

３ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

５条の番号２を審議いたします。農業委員８番より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日東児玉３番推進委員と現地を確認いたしました。特に問題はないと思いま

す。ご審議をよろしくお願いします。 

 

 

 次に、推進委員東児玉３番より、意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 現地を確認いたしました。特に問題ないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

 次に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。５番委

員。 

 



 

５番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請地には、土盛りはするのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 配置図をご覧ください。申請地は４５センチ程度土盛りをする計画とのことで

す。 

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。５条の番号２について、許

可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

 農地法第５条の番号１、番号２の案件につきましては許可相当と議決されまし

た。 

 

 

 第２号議案 認定農業者の申請に係る意見について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

８ページをご覧ください。認定農業者の申請になります。 

新規１件、更新１２件、内１件は広域的に営農を行う農業者であり埼玉県より

照会がありました。 

９ページをご覧ください。番号１ ○○ ○○ 大字○△△△△番地△ ７２

歳 稲作 麦類作 露地野菜 果樹類 主食用米 １７０a 飼料用米 ０→１

３０a 小麦 ２２０→２６０ａ ブロッコリ－４０a トウモロコシ ０→２０a 

柿 ０→３０本 町内の主な農地 ○○ ２７０a ○○○ ２０ａ 飼料用米

の生産を行うことで、農業収入の安定を目指す。ほかの農家と時期をずらして野



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菜の生産・収穫。出荷を行い販売価格の安定・向上を図る。今後についてはトウ

モロコシや柿の生産も計画しているとのことです。 

 

次ページをご覧ください。 

更新 番号１ ○○ ○ 大字○○△△番地△ ３５歳 施設野菜 稲作 ト

マト ３０a 主食用米 ２５０→３００a 飼料用米 １５０→２００a 町内

の主な農地 ○○ ２７０a ○ １００ａ ○○○ ７５ａ ○○○ １３０

ａ トマトについて、有機質資材を活用した土づくりに取り組み収量増を目指

す。主食用米、飼料用米の生産面積増を図る。 

 

番号２ ○○○ ○○ 大字○△△△△番地△ ７０歳 稲作 麦類作 露地

野菜 主食用米９０a 小麦 １１０a ブロッコリー ５０→６０ａ ネギ 

１５ａ ナス １５ａ 町内の主な農地 ○ １４０ａ 経営農地が点在して

いるため、生産性向上のため集積を図りたい。生産管理の見直しや有機資材等を

活用した土づくり、肥培管理等を徹底し、品質の高い作物の生産に取り組み、収

益増を目指す。ほ場ローテーションにより連作障害を防止したい。 

 

番号３ ○○ ○ 大字○○△△△番地 ７２歳 施設野菜 露地野菜 稲

作 きゅうり１５ａ 露地野菜 ２０→２５ａ 主食用米 ６５→７５ａ 町

内の主な農地 ○○ ８５ａ 現状、施設きゅうりについては農薬や化学肥料を

使用しているが、今後は減農薬・減化学肥料による栽培を目指す。露地野菜につ

いては輪作体制及び堆肥散布の実施により連作障害の回避に努める。 

 

 

番号４ ○○ ○○ 大字○△△△番地 ７１歳 露地野菜 稲作 なす ２

５ａ ブロッコリー ２５０ａ ネギ ２５→３０ａ 主食用米 ５０ａ 町

内の主な農地 ○ ２５ａ ○○○ １５０ａ 経営農地は比較的まとまって

おり、周辺での規模拡大を目指したい。ブロッコリーについては、カビによる根

こぶ病の対策として殺菌剤を散布しており、今後は連作障害対策として輪作体制

も確保していきたい。 

 

番号５ ○○ ○○ 大字○○△△△番地 ５３歳 花き花木 マーガレット

春６０ａ 秋５０ａ ポインセチア １０ａ 町内の主な農地 ○○ １０ａ 

○○ ３０ａ ○○ ７０ａ ○○ １５ａ 生産管理等の見直しを行い、品種

ごとの生産量増を目指す。また、今後については現状のハウスの隣接地でハウス

の増設等を検討していきたい。 

 

番号６ ○○ ○○・○○ 大字○○△△△△番地△ ７６・５２歳 養豚 ４

５→５０頭 町内の主な農地 ○○○ ２０ａ ○○ １０ａ ○○ ６ａ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○ １３０ａ 日々飼育内容や作業内容を見直し、品質向上を目指している。

また、飼育・出荷頭数増による規模拡大を行いたい。精肉等の加工部門について

も力を入れていきたい。 

 

番号７ ○○ ○○ 大字○○△△△番地 ６５歳 酪農 ４０→４５頭 肉

用牛 １０～１５頭 町内の主な農地 ○○ ７５ａ 近隣の耕種農家等と連

携して耕畜連携を進め、堆肥の有効利用による糞の処理費用の軽減を図っていき

たい。 

 

番号８ ○○○ ○○ 大字○○○△△△番地 ５３歳 施設野菜 稲作 き

ゅうり ４０ａ 主食用米 ７３ａ 町内の主な農地 ○ ２０ａ ○○○ 

１７０ａ きゅうりについて稲わら等の堆肥を利用しており、今後はさらに減農

薬・減化学肥料や有機資材等の活用を行い、品質向上と収量増を目指したい。 

 

番号９ ○○ ○ 大字○○○△△△番地△ ７３歳 稲作 露地野菜 果樹

類 主食用米 ５０→６０ａ サトイモ ５ａ はくさい １０ａ ばれいし

ょ ５ａ ネクタリン柿 １０→１５ａ 町内の主な農地 ○○○ ８５ａ 

経営農地のうち畑が点在しているため、集積し作業効率を高めたい。堆肥と化学

肥料を併用した栽培から、減農薬・減化学肥料栽培にシフトし、販路拡大を目指

したい。今後孫夫婦が手伝ってくれる予定であり、それに併せて繁忙期の休日制

度の導入を図っていきたい。 

 

番号１０ 農事組合法人 ○○○○○○○○ 代表者 ○○ ○○ 大字○○

○△△△番地 設立 昭和５８年１２月８日 肉用牛 ２００→２３０頭 ９

０→１００頭 町内の主な農地 ○○○ ４０ａ 和牛・交雑ともに飼育頭数を

拡大したい。繁殖牛の分娩時のリスクを減らすため、分娩・発情監視通報システ

ム等の導入を検討したい。 

 

番号１１ 有限会社○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 大字○○△△△番地△ 

設立 平成１３年１０月１１日 果樹類 露地野菜 稲作 麦類作 ブルーベ

リー ２００ａ ねぎ ３５０→５００ａ ブロッコリー ３００→４００ａ 

主食用米 ６００→６５０ａ 飼料用米 ２００ａ 小麦 ２００ａ 町内の

主な農地 ○○ ８０ａ ○○○ ６０a ○○ ７０ａ ○○ １１ｈａ ○

○ ８５ａ ○○ ７０ａ ○○ ３０ａ 露地野菜の連作障害への対応とし

て、輪作体制を確保する。ブルーベリーについて加工品の製造・販売に取り組み、

販路の拡大を目指す。規模拡大と併せて臨時雇用を増員し、地域の雇用促進を図

る。 

 

次ページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

番号１２ 株式会社○○ ○○ 代表取締役 ○○ ○○ 美里町大字○○○

△△△番地△ 平成２３年１２月２１日 肉用牛（黒毛和種）２０００→２２０

０頭 飼料作物 １０６→１３１ａ 町内の主な農地 ○○○ １０a ○○○  

２０ａ ○○ １００ａ ○○市をはじめとし、７箇所の牛舎で和牛を肥育して

おり、今後は繁殖・肥育一貫経営へ移行し収益を高めたい。現在飼育作物（牧草）

の試験的な生産を行っている。現状の耕作地に隣接する遊休農地を集積し、経営

農地を増やして飼料作物の生産拡大を図り、飼料費の削減に努める。また、事業

所から発生した堆肥を活用し、耕畜連携にも取り組んでいきたいとのことです。 

 

  

 次に、推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。大沢２番 

 

 

 ここに適切なものであると判断しましたとありますが、これはどこが判断した

のですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 町と県と農協が申請について審査をして、判断しておりその結果を農業委員会

に意見照会しなければならないことになっております。 

 

 

 農業委員会としては、どのような意見を言えばいいのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 例えば、この計画について本当にできるのか、もっと頑張れるのではないか等

を言っていただき、それを申請者に伝えて、現状の農業経営を改善していくとい

う意見照会となっております。 

 

 

他に、推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。松久２番 

 

 

 新規の場合は、面積を増やさなくてもいいのではないでしょうか。 



松久２番 
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事務局 
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推進委員 

大沢２番 
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５番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 認定農業者の制度は、現状の農業を改善しよりよいものにしていく農業者に補

助していくという制度ですので、このような計画が出ております。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。大沢２番 

 

 

 １０ページの２番の計画に、農地が点在しているため集積を図りたいとありま

すが、どのように集積していくのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 農地中間管理事業等を利用して少しずつ、農地を集積、集約していくのだと思

います。 

 

 

 その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見

がないようですから、次に移ります。 

 

 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。５番委員 

 

 

 認定農業者は町内で何人いるのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

認定農業者は８０名と聞いております。 
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 他に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

 

 

 他に農業委員の方で質問はありますか。質問がないようですから、採決したい

と思います。認定農業者の更新申請に係る意見について、意見なしとしてよいと

思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、意見なしと決定します。 

 

 

 第３号議案 認定農業者の申請に係る意見について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

１５ページをご覧ください。 

美里町で定めている農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正

にあたり、農業委員会へ意見照会がありました。 

今回の改正内容は１５ページ右側にある、おおもとの「農業経営基盤強化促進

法」と県が定めている「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が改正に

なったことで、規定の削除、新規就農者の変更、固有名詞の変更、そして条のず

れ修正、文言の整理が行われたとのことです。 

詳しくは、別冊でお配りした「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

をご覧ください。 

こちらは初めてご覧になると思われますので、簡単に内容を説明させていただ

きます。 

まず、この構想は「農業経営基盤強化促進法」第６条により美里町で定めてい

る基本的な構想です。 

１ページに中ほどに担い手農家を中心とした規模拡大や生産組織の育成を行

い農業生産の安定向上を図る必要がある。このために、下段の農業経営の強化が

必要であり、自主的な努力を助長することを旨として、意欲と能力のある者が農

業経営の発展を目指すに当たっては支援措置をする。これが認定農業者へのサポ

ートになります。 

そして、２ページの８行目に意欲的な農業者に対しては、農業委員や農地利用

最適化推進委員などにより掘り起こし活動を強化し、農地の出し手と受け手に係

る情報の一元的把握の下に両者を適切に結び付けて利用権設定等を進め、担い手



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

に農用地が利用集積さえるように努めるとあります。この主な取り組みが農地中

間管理事業にあたります。 

１２ページ４行目をご覧ください。 

農業従事者の高齢化が進み、担い手が受けきれなくなることが予想されること

から、担い手育成及びそれらの者への農地の集積を推進する。 

集積に当たっては、「人・農地プラン」の実質化により明確化した地域の将来

方針に基づき、農地中間管理事業等を積極的に活用し、農地の流動化や面的集積

を図っていくとあります。 

要は担い手（認定農業者）を増やし、担い手に農地を集約して農業生産基盤を大

きくして農業を守り、合わせて遊休農地も解消していく内容です。 

この農地の集積・集約は国が推進している内容で、国は全国の農業委員会に令和

５年度までに「担い手へ農地の８割集積」を目標に計画をしなさいとまで言って

います。ちなみに現在、美里町は３０％程度集積しています。 

少し話がそれましたが、改正にあたっての意見照会になります。 

よろしくお願いします。 

 

 

推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いいたします。意見がないよ

うですから、次に移ります。 

 

 

他に農業委員の方で質問はありますか。質問がないようですから、採決したい

と思います。認定農業者の更新申請に係る意見について、意見なしとしてよいと

思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、意見なしと決定します。 

 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさせ

ていただきます。慎重審議ありがとうございました。閉会を会長代理にお願いい

たします。 

 

 

本日も意見がたくさん出て、よい会議になったと思います。次回もよろしくお願



いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、第３回の農業委員

会総会を終了します。 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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